別記様式第2号（第5条関係）

年　　　月　　日
　　　様
興部町長


興部町防犯用電話自動応答録音装置貸与決定（不貸与）通知書

興部町防犯用電話自動応答録音装置貸与事業要綱第5条の規定に基づき、
　年　　月　　日付の申込みについて、次のとおり貸与（不貸与）の
決定をしましたので通知します。

	貸与の可否
	可　　・　　不可

	不可の理由
	

	録音装置貸与番号
	



【遵守事項】
[bookmark: _Hlk150177644][bookmark: _GoBack]□録音装置は、電話による詐欺や電話を使用した犯罪を未然に防止するもので、目的外使
用、転貸及び売却をしないこと。
　　□録音装置を興部町以外の場所で使用しないこと。
　　□録音装置は貸与後おおむね一週間以内に設置し、特殊詐欺の未然防止に留意すること。
　　□何らかの事情により録音装置が不要となった際は、速やかに町へ返却すること。
[bookmark: _Hlk150177644]　　□取り付けた録音装置によって発生した事故等について、町は賠償の責任を負わない。
以上
